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袋井の人・グループ紹介市政Q&A

はEメールは問い合わせ先 は申し込み先

袋井市国民健康保険（袋井市国保）に加入している皆さんへ
「特定健康診査」を受診してください
◇袋井市国保に加入している方を対象に、市が指定した医療機関で受診する特定健康診査が、6月から始まります。特定

健康診査は、生活習慣病で治療している方も受診していただく健診です。
◇平成21年4月1日現在、袋井市国保に加入している方には、5月31日(日)までに受診票などを郵送します。
◇4月2日以降に袋井市国保に加入した方で、受診を希望する方は、市役所1階市民課保険年金係へお申し込みください。
◇市の総合検診、袋井市国保の助成を受けた人間ドックを受診する方は、受診できません。
日　6月1日(月)〜10月31日(土)
所　市が指定した医療機関（詳しくは、案内通知に記載します）
内容　▽全員…診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査
　▽医師が必要と判断した方のみ…貧血検査、心電図検査、眼底検査
対象　袋井市国民健康保険に加入している40〜74歳の方（平成22年3月31日現在）
費用　1,500円
持ち物　受診票、保険証、費用、無料券（市民税非課税世帯の方に交付します）
結果の配布方法　初めて袋井市国保の特定健康診査を受診した方、特定保健指導の対象

となる方、生活習慣の改善をお勧めしたい方には、後日開催する結果説明会でお渡し
します。それ以外の方には、郵送します。

市民課保険年金係　☎44-3113

後期高齢者医療制度（長寿医療制度）に加入している皆さんへ
「後期高齢者の健康診査」を受診してください
◇後期高齢者医療制度に加入している方を対象に、市が指定した医療機関で受診する健康診査が、6月から始まります。
日　6月1日(月)〜10月31日(土)
所　市が指定した医療機関（詳しくは、案内通知に記載します）
内容　診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査
対象　後期高齢者医療制度に加入している方（次の①〜⑤の方を除く。①生活習慣病の治療を受けている方②病院に6か

月以上継続して入院している方③施設に入所している方④会社で健診を受ける方⑤市の総
合検診を受診する方）

費用　500円
申込方法　電話で住所、氏名、年齢、生年月日をお申し込みください。
持ち物　受診票、保険証、費用、無料券（市民税非課税世帯の方に交付します）
◇平成19年度に基本健康診査を受診した方（生活習慣病で治療中の連絡を市民課保険年金係

にした方は除く）には、5月31日(日)までに受診票などを郵送します。
◇健康診査の結果は、受診した指定医療機関で説明を受けてください。

市民課保険年金係　☎44-3113

開催まであと176日

＜市民税非課税世帯の方は無料です＞
◇健診日の1週間前までに、電話で氏名、生年月日、電話番号をお申し込みください。「無料券」を郵送します。

＜市民税非課税世帯の方は無料です＞
◇健診日の1週間前までに、電話で氏名、生年月日、電話番号をお申し込みください。「無料券」を郵送します。
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◇市では、80歳で20本以上の歯を持つ方を表彰し、歯の健康づく
りを推進するため、「8020コンクール」を行いました。

◇受賞した皆さんは、次のとおりです（敬称略）。
市長賞　鈴木立枝(西区)　優秀賞　大橋喜代治(太田)　
特別賞　大石はる子(豊住)
優良賞　榛葉禮一(下新池)、西尾つぎ(宇刈三沢) 、岩瀬せき(新屋) 、村田重(宇刈三

沢) 、名倉操(彦島) 、寺田康雄(土橋) 、竹原貢(長溝) 、天野昭子(宇刈三沢) 、中村善
四郎(睦町) 、古池利雄(浅羽)、村松利夫(宇刈三沢) 、鈴木玄六(下新池) 、伊藤憲作
(栄町) 、鈴木茂一(睦町) 、大庭千代子(土橋) 、佐野富美子(下山梨)　

健康づくり政策課健康指導1係　☎42-7275

●8
はちまるにいまる

020コンクール受賞者をお知らせします

◇市内で農業を営む方が、遠州中央
農業協同組合の農業者支援特別資
金を借りた場合、利子の一部を市
が補給します。

◇資金の融資を円滑に行い、農業経
営を支援するための緊急経済対策
です。

対象となる融資　遠州中央農業協同組
合が貸し付ける農業者支援特別資金

対象　市内に住所のある農業者で、
市税を完納している方

利子補給額　融資限度額100万円以内
で年利3％以内の利子相当額

利子補給期間　3年以内
取扱締切　平成22年3月31日(水)

市内の遠州中央農業協同組合各支店
農政課農政企画係　☎44-3133

●農業者支援特別資金利子
補給制度をご利用ください

◇6月1日(月)から、すべての住宅に火災警報
器の設置が義務付けられます。

〈住宅用火災警報器〉
　・寝室と寝室のある階の階段の踊り場に

は、必ず設置しなければなりません。
　▽設置が義務付けられているところ…寝

室、階段
　▽設置をおすすめするところ…台所
　・配線のいらないものなら、ホームセン

ターや電気店などでも販売しています。
　・基準に合格したものには、日本消防検定

協会のNSマークが付いています。

　 袋井消防本部予防係　☎44-5114

住宅用火災警報器を設置しましょう

日本消防検定協会 NS マーク

対象　▽5月29日(金)までの受付…世帯員が65歳以上の
みで、市民税課税額が9万円以下の世帯の方　

　▽6月1日(月)以降の受付…世帯員が75歳以上のみで、
市民税非課税世帯の方

対象となる住宅用火災警報器　
　日本消防検定協会の鑑定に合格した電池式で、耐用年

数が10年の煙感知式住宅用火災警報器
助成限度額　1台　5,000円
申込方法　市役所1階いきいき長寿課にある申請書を記

入し、必要書類を添付して提出してください。
◇詳しくは、いきいき長寿課へお問い合わせください。

いきいき長寿課長寿福祉係　☎44-3121
市民サービス課市民サービス係　☎23-9212

天井・壁
取り付け式

壁取り付け式

住宅用火災警報器の購入費を助成します

編 集 後 記
5月といえば、ゴールデンウィーク。ど
こかへ出掛ける方や自宅でのんびり過
ごされる方など様々だと思います●本
紙中にある「街の写真館」では、皆さん
が撮影した写真を紹介しています。
ゴールデンウィークの思い出を掲載し
てみませんか●投稿の方法は、「街の写
真館」をご覧下さい（13ページ）。皆さ
んの投稿をお待ちしています!  「山」

◇地籍調査は、皆さんの土地の正確な位置、形、地番、地目、面積などを調べるた
め行っています。

◇今年度は、山田の一部（下図①参照）、愛野・豊沢の一部（下図②参照）を調査し
ます。ご協力ください。

◇調査範囲内に土地をお持ちの方には、後日、説明会の日程などを郵送します。

農政課地籍調査係　☎44-3134

地籍調査にご理解ご協力をお願いします

〈調査範囲〉①山田の一部 〈調査範囲〉②愛野・豊沢の一部


